
平成２８年２月１０日 

石岡市 都市建設部 都市計画課 

中心市街地等における景観整備 
の取組みについて

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.city.ishioka.lg.jp/rk/files/tan0/ismark.jpg&imgrefurl=http://www.city.ishioka.lg.jp/index.php?oid=220&dtype=1000&pid=181&usg=__swtpbBUC0A6HmJD5oz35k1JOBYM=&h=172&w=172&sz=22&hl=ja&start=4&zoom=1&tbnid=bc5ODXytLvNwnM:&tbnh=100&tbnw=100&ei=u-UoT-KxDeHKiQKc1aDRCg&prev=/search?q=%E7%9F%B3%E5%B2%A1%E5%B8%82%E3%80%80%E5%B8%82%E7%AB%A0&um=1&hl=ja&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1


景観保全事業 

   平成２７年度から中心市街地の看板建築の保存し，
地区の景観整備を図る目的で景観保全事業を実施
しています（Ｈ２７ふるさと再生プロジェクト）。 

   現在実施中の内容は次の２つです。 

 

 １ 筑波大学受託研究（石岡市看板建築等調査研究） 

 

 ２ 住民参加型まちづくりファンド支援事業 



筑波大学受託研究について 

   平成27年４月10日に筑波大学と看板建築等調査研究に
関する受託研究を締結しました。 
 
 １ 研究経費   ５０万円 
 
 ２ 研究期間    平成27年４月10日 
             ～平成28年３月31日 
 
 ３ 研究担当者  筑波大学 システム情報系 
              教授 藤 川 昌 樹 

   （※筑波大生１０人程度を交えて，ワー
クショップという形で調査研究を実施） 



住民参加型まちづくりファンド支援事業 

・中心市街地の景観整備を行うための補助制度創設に向けて取組み
を行っています。 

・補助事業の財源として，一般財団法人民間都市開発推進機構（民都
機構）の住民参加型まちづくりファンド支援事業を活用 



住民参加型まちづくりファンド支援事業 

●事業申請 

 ・平成27年９月14日付けで民都機構へ事業申請を行い， 

  平成27年11月４日付けで資金拠出の内示を受けました。
（内示額1,800万円） 

 

●基金の設置 

 ・平成２７年１２月に「石岡市住民参加型まちづくりファンド
支援事業基金」を設置しました。 

 

●基金の規模 

 ・5,400万円（民都機構1,800万円，市と市民で3,600万円を
それぞれ拠出） 



基金の使用目的について 

●基金の使用目的 

   個人，法人，団体等が行う地域の景観づくりに資する
建築物等（建築設備や工作物を含む。）の修景事業に対
して補助を行います。 

 

●補助対象となる事業（案） 

 １ 建築物等の外観を街並みに合わせて修景する事業 

 ２ 外観の修景と併せて行う，建築設備の設置・改修事業 

 ３ 外観の修景と併せて行う建築物の活用事業で，市長
が必要と認める事業 



補助対象建築物について 

●補助対象建築物（案） 

１ 石岡市中心市街地活性化基本計画に定める中心
市街地で国道３５５号又は県道石岡停車場線の沿
道の建築物 

 

２ 石岡市景観条例の先導的な景観形成地区でフ
ルーツライン又はふるさと農道の沿道の建築物 

 

３ 景観法に基づく景観重要建造物 



国道355号 

県道石岡停車場線 

ＪＲ石岡駅 

補助対象建築物 位置図案（中心市街地活性化基本計画区域） 



補助対象建築物 位置図案（先導的な景観形成地区） 

フルーツライン 

ふるさと農道 



事業の選定方法について 

事
業
申
請 

事
業
審
査 

事
業
選
定 

審
査
結
果
通
知 

石岡市景観調査委員会 

補
助
金
交
付
申
請 

補
助
金
交
付
決
定 

事
業
実
施 

次のような流れで景観事業の選定，補助金の交付を行っていく予定です。 

景観調査委員会で事業審査及び選定を行っていただき，補助対象とする事
業を決定する予定です（景観調査委員会委員を追加予定）。 



補助制度のスケジュール予定について 

平成２８年 ４～６月頃 ・補助率，補助上限額，修景基準等
の検討 

・補助制度の内容決定，要綱制定 
・住民への事業周知 

８月頃 

補助事業開始 ９月頃 

景観調査委員会 ７月頃 


